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（令和７年２月２１日） 

 
  
〔件  名〕     
 
 

■   第 10 次鳥取県廃棄物処理計画（案）について 

（循環型社会推進課）・・・２ 

 

■   埼玉県八潮市の道路陥没を受けての下水管緊急点検の状況について 

（水環境保全課）・・・３ 
 

■   一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について 

（まちづくり課）・・・４ 
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第10次鳥取県廃棄物処理計画（案）について 
 

令和７年２月２１日 

自然共生社会局循環型社会推進課 

 

 

次期計画「第10次鳥取県廃棄物処理計画（案）」について、パブリックコメント等の意見を踏まえた修正を 

行い、２月１２日に開催した鳥取県環境審議会において「案のとおり策定することが適当」と答申することが 

決定されたので報告する。今後、年度内に計画策定・公表を行う予定である。 

 

１ パブリックコメント等の実施状況 

（１）パブリックコメント 

①募集期間：令和７年１月２４日から２月６日まで 

②応募方法：郵送、電子メール、ファクシミリ、県庁県民課や総合事務所等に設置した意見箱、 

市町村役場窓口 

③意 見 数：７件（３名） 

（２）その他意見照会 

・市町村等の意見：３件（２団体） 

・関係団体の意見：なし 

 

２ 主な意見と対応 

対応 

状況 
件数 主な意見 

反映 

した 
１ 

○食品ロスの削減として、魚食（ぎょしょく）の地産地消の促進や、未利用魚の活用を検討してはどうか。 

＜対応＞計画の該当箇所（食品関連事業者等の取り組みに対する支援）に下線部分を追記 

「流通段階での取り組みの見直しや、適正な需要予測等による製造販売の取り組み、規格  

外や未利用の農林水産物の有効活用を推進し、実践する事業者等を支援します。」 

既に盛り 

込み済み 
８ 

○分別されたリサイクルされるはずの資源がどこに行き、どのように処理されるのか周知されるべき。 

○プラスチックの資源化は全市町村が分別収集を行うことがマスト。必ず実現できるよう、市町村と連携し

取り組んでいただきたい。 

○過剰包装の商品は購入しないという消費者意識も必要。 

○プラスチック製品から自然に分解される素材への移行に取り組む企業の話を聞いたり、そういう企業と

一緒に考える機会を作るべき。 

○国や県が率先して量り売りのような仕組みを推奨し、取り組む事業者を支援する姿勢が必要。 

○リチウムイオン蓄電池等の使用製品による火災が社会問題となっているため、リチウムイオン蓄電池を

はじめ排出されるごみの適正な排出の徹底について計画に記載してはどうか。        など 

今後の 

検討課題 
１ 

○食品ロス発生量は、SDGｓでは 2030 年度までに 2000 年度と比べ半減できるよう取り組みを推進してい

るので、（鳥取県でも）ＳＤＧｓの目標と比較してどれくらいの達成率なのか示してみてはどうか。 

※その他、「誤記の修正」、「分かり易い表現への修正」等を行っています。 
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埼玉県八潮市の道路陥没を受けての下水管緊急点検の状況について 

 
令和７年２月 21日 

自然共生社会局水環境保全課 

１月 28 日に発生した埼玉県八潮市の下水管の老朽化に起因するとみられる道路陥没を受け、国土交通省は

全国の自治体に対し、緊急点検の実施を要請した。県内には対象となる下水処理場は存在しないが、県内の

下水道について独自の対応を行ったのでその状況を報告する。 

〔国土交通省の要請内容〕 

１日最大処理量が 30 万㎥以上かつ下水道処理場に接続された下水道管口径が２ｍ以上の管路に対

する緊急点検（目視等による点検）を実施すること。 

※対象は７都府県のみ （東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、奈良） 

＜県管理下水道（天神川流域）の対応＞ 

定期点検、緊急点検ともに異常なし 

◆定期点検（潜行目視または TV カメラによる内部調査） 

  ⇒令和６年 10 月～7 年１月まで、5 年に一度の定期点検を実施 

            〇TV カメラ調査機            〇管路内写真 

 

 

 

 

◆緊急点検（地上からの目視） ⇒ １月 31 日に全線実施 

＜市町村管理下水道＞ 

市町村に対し、適切な措置を講じるよう要請（１月 30 日）し、２月中を目途に地上からの

目視点検調査等による緊急点検を実施する予定。 
 
＜参考＞事故状況 

   ・現場は処理場直前の最も水量がある箇所で、管径は４．７５ｍとかなり大型。（天神は最大で約２ｍ） 

   ・老朽化・腐食に伴う破損箇所に周辺地盤が吸い出されたことが原因と推定されている。（その他、①現場周辺はもとも

と砂を主体とした軟弱地盤で地下水の水位が高いこと ②交差点に沿ってカーブしており流れが遅くなるため管内に

硫化水素が滞留しやすいこと ③交通量が多い箇所のため下水道管に係る荷重が大きいことなどが挙げられる。） 
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令和7年 2月21日

【変更分】 生活環境部

主務課 工　事　名 工事場所 契約の相手方 契約金額 工　期 契約年月日 変更理由

くらしの安心局 東伯郡 株式会社 井木組 （当初契約額） 令和6年3月29日 （当初契約年月日）

まちづくり課 湯梨浜町 代表取締役　井木 敏晴 187,000,000 円 ～令和6年12月7日 令和6年3月29日 ―

宇野

（第１回変更後契約額） 令和6年3月29日 （第１回変更契約年月日）

・着工前測量により護岸復旧
範囲が増加したこと等による
工事費の増。
・追加工事による工期延長。

222,987,600 円 ～令和7年3月14日 令和6年12月2日

（第２回変更後契約額） （変更なし） （第２回変更契約年月日）

234,224,100 円 令和7年2月17日

（変更額）

11,236,500 円

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

東郷湖羽合臨海公園（宇野地区）護岸
整備工事

・現地精査による積算の変更
に伴う工事費の増。
・工事現場の熱中症対策に
掛かる経費を計上したことに
よる工事費の増。
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